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1. 応急対応の対象となる石綿等 

建築物等の倒壊・損壊により露出した吹付け石綿（レベル１建材）（※）は、飛散するお

それがあることから、応急対応の対象とする。 

※石綿含有仕上塗材については、露出による飛散の可能性は小さいことから、把握及び応急対応の対象

としない。 

また、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（レベル２建材）についても、飛散

防止の観点から応急対応の対象とすることが望ましい。 

津波や水害により発生した混合廃棄物における応急対応については、『第 10 章 2.津波等

により流失した吹付け石綿等の確認及び回収』参照。 

 

吹付け材が露出している例 

 

 

津波により流された断熱材           残存した吹付け材 

    

上段：石巻地域における被災建築物由来の石綿の飛散防止及び健康被害防止に係る取組みについて 

 （東部保健福祉事務所 ○宍戸文彦，大塚智史，木村優輝，佐々木隆一，藤原成明）より引用 

下段：㈱環境管理センター 

図 3.1 応急対応の対象となる石綿 

  

天井部，鉄骨部に吹付け石綿あり 
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2. 注意喚起 

2.1 初動対応者等への注意喚起 

 自治体（大気汚染防止法所管部署）は、災害発生直後に救護活動や障害物撤去等を行う従

事者に対し、石綿の施工箇所や特徴、吸引・ばく露の危険性について注意喚起を行い、適切

な防護を実施させること。 

 注意喚起に用いるチラシの例は、『第２章 3.1.2注意喚起』を参照のこと。 

 

2.2 住民等への注意喚起 

自治体（大気汚染防止法所管部署）は、健康対策担当部署等の関連部署とも連携し、住民

に対し、石綿を含む粉じんのばく露防止について注意喚起を行うこと。注意喚起では、石綿

に関する基本的な情報の他、粉じんばく露を避けるため、むやみに被災建築物等に近づかな

いこと、被災建築物付近で作業等を行う必要がある場合は正しい装着方法で防じんマスク

を装着すること、石綿の可能性があるものには触れないこと等を周知する。津波等により廃

石綿等が混在した可能性のある混合廃棄物が発生している場合には、これらによる石綿ば

く露の防止についても併せて周知すること。また、被災地で活動するボランティア等に対し

ても、ボランティアセンター等を通じて、石綿ばく露防止教育を実施するとともに、防じん

マスクの着用の徹底を呼びかけること。 

必要に応じ、住民等への防じんマスクの配布も検討すること。防じんマスクの装着方法に

ついては、図 3.2を参照のこと。 

 

出典：平成 28年熊本地震に伴う災害復旧作業を行う方々に対し、作業を安全に行うための保護めがねな

どを無料配布します（第 2 報） 平成 28 年５月 13 日 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

建設安全対策室・化学物質対策課環境改善室 

図 3.2 防じんマスクの装着方法 
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なお、都道府県が住民への周知及び防じんマスクの配布を行う場合、通常被災市町村を通

じて行うことが想定されるが、発災によりこれら市町村が混乱し、配布・周知が不十分とな

るおそれもあることから、都道府県が罹災証明窓口等へ防じんマスク・周知文書を直接持ち

込み設置する等の対応も検討すること。 

また、住民向け周知チラシの例を参考として示す（※3-1）。 
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（※3-1）【参考】熊本地震における住民向け周知チラシの例 
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 ※このチラシは解体工事が行われ始めた時期に配布されたものであるが、被災直後にもこれらを参考に

ばく露防止に係るチラシを作成し、住民に周知することが望ましい。 
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3. 石綿露出状況等の把握 

3.1 石綿露出状況等の把握フローと情報受入れ・伝達体制 

石綿露出状況等の把握と情報の受入れ・伝達体制（例）を図 3.3に示す（第２章 図 2.2

を再掲）。 

自治体は、石綿露出等の情報受入れ及び伝達体制を整え、窓口を設置すること。 

石綿露出状況の確認調査は、自治体の大気汚染防止法所管部署が実施することが望まし

い。建築物所有者への指導・助言や自治体による応急措置は、大気汚染防止法所管部署との

連携のもと、市町村の建築部局や環境対策担当部局が実施することも考えられる。 

なお、石綿露出状況等の確認調査時に、特定建築材料の使用の可能性のある建物が確認さ

れた場合は、現時点で飛散のおそれが無い状況であっても、解体工事の際に飛散リスクが生

じるため、これら建物の一覧を作成しておき、解体工事時の立入検査に活用するとよい。 

また、災害時には建築物等の所有者に連絡が取れないことが多い。このため、飛散防止に

係る応急措置及び解体時の事前調査の適切な実施に関する文書を現場に残しておくことで、

後日所有者と連絡が取れる可能性がある（※3-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     ：自治体 

     ：建築物等所有者 

     ：住民等 

 

 

図 3.3 石綿露出状況等の把握と情報の受入れ・伝達体制（例）（再掲） 

  

所有者不在 

所有者不明 

依頼 

所有者へ通知 

（指導・助言） 

建築物の倒壊・損壊の情報 

（応急危険度判定結果等） 

建築物等の石綿使用状況等の情報 

（アスベスト調査台帳、建築確認台帳等） 

石綿露出

状況等の

確認調査 

住民等からの通報 受付 

建築物等の所有者に

よる応急措置 

自治体による

応急措置 
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（※3-2）【参考】応急対応時の所有者向け周知文書例 
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※併せて石綿飛散・ばく露防止措置を実施したことについて、見やすい場所に掲示することが望ましい。 
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3.2 石綿露出状況等の把握手順 

3.2.1 対象とする石綿含有建材 

 石綿露出状況の把握は、原則として特定建築材料を対象とする。 

 

3.2.2 石綿露出状況の把握の手順 

自治体（大気汚染防止法所管部署）による石綿等の露出状況の把握は、以下の手順例を参

考として実施すること。 

石綿露出状況の把握の手順（例） 

（1）確認調査の対象とする地域の決定 

（2）吹付け石綿等を使用している可能性のある建築物等の特定 

（3）確認調査を行う被災建築物等の決定 

（4）確認調査の実施 

（5）建築物等の所有者・管理者への情報の伝達 

 

 なお、地震や津波、水害等により全壊した建築物等については、解体を経由せず廃棄物と

して処理される。これらの廃棄物に係る石綿飛散防止措置については『第 10章 津波等に

より発生した混合廃棄物の処理における留意事項』を参照のこと。 

 

3.2.3 確認調査の対象とする地域の決定 

 被災状況や表 3.1、※3-3を参考に、石綿等の露出状況を把握する地域等の優先順位を決

定する。 

  

3.2.4 吹付け石綿等を使用している可能性のある建築物等の特定 

アスベスト調査台帳、建築確認台帳、大気汚染防止法の届出履歴（『第２章 ２.平常時に

おける石綿使用建築物等の把握』参照）等から、石綿が使用されている可能性のある建築物

等を特定する。 

 

3.2.5 確認調査を行う被災建築物等の決定 

応急危険度判定（※3-4）結果等から建築物等の倒壊・損壊状況を把握し、石綿が使用さ

れている可能性のある建築物等の情報と突き合わせて、石綿露出状況の確認調査を行う建

築物等を決定する。 

なお、石綿露出状況の確認調査は、幼稚園や学校、商業施設、歩行者の多い歩道等に接す

る施設等、不特定多数の人が集まる地域・施設を優先して実施することが望ましい。 

住民等から通報があった建築物等については、原則として全て現地確認調査を行う。 

石綿露出状況の確認調査を行う被災建築物等の優先順位を表 3.1に示す。  
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 表 3.1 応急対応における石綿露出等の確認の優先順位 

優先度 
高                                  低 

 

地域・場所 人が集まる場所                 比較的人が少ない場所 

施設の種類 

・幼稚園、保育園、 

学校 

・避難場所、仮設住宅

近傍の施設等 

・公共施設、駅等 

・商業施設 

・歩行者の多い歩道等に

面した施設 

  

建築物等の

被災状況 
・倒壊した建物の多い地域  ・倒壊した建物の少ない地域 

石綿含有 

建材使用 

の可能性 

（可能性高）                 （可能性低） 

・露出の通報等のあった施設 

・囲い込み等の履歴のある施設      ・建築確認台帳から推定した施設 

・アスベスト調査台帳で特定した施設 

石綿含有 

建材の種類 
・吹付け石綿 

・石綿含有保温材、断熱材、耐火被

覆材 
 

都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿い等は、商業施設や多くの建物が密集して

いるため、都市計画法、建築基準法及び同施行令に基づき、防火地域や準防火地域に指定さ

れている場合がある。これらの地域では、延焼を防ぐための耐火基準が設けられていること

から、耐火被覆等に石綿吹付け材が使用されている可能性があるため、対象建築物の絞り込

みにおいて活用できる可能性がある（※3-3）。 

 

（※3-3）【参考】防火地域と準防火地域について 

防火地域等と耐火建築物等 

 
（注１） 以下は上表の限りではない。 

１ 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの 

２ 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構

造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの 

３ 高さ２ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 

４ 高さ２ｍ以下の門又は塀 

（注２） 外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政

令で定める技術的基準（建築基準法施行令第 136 条の２）に適合する建築物。 

＜参考＞ 準防火地域内にある木造建築物等（建築基準法第 23 条で規定するもの）は、その外壁及び軒

裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ２ｍを超える門又は塀で当該門又は

塀が建築物の１階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は

おおわなければならない。 

出典：建築物石綿含有建材調査マニュアル 平成 26 年 11 月 国土交通省 
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（※3-4）【参考】応急危険度判定 

応急危険度判定は、大地震等により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震な

どによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付帯設備の転倒などの危険性を判定する

ことにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として、市町村を主体に、

応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士の協力を得て実施される。 

判定結果は、建築物等の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩

行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしている。 

また、石綿ばく露による健康被害問題の実態が明らかとなったことから、国土交通省の

諮問に応じて、社会資本整備審議会建築分科会が「建築物における今後のアスベスト対策

について（平成 17年 12月）」を建議した。これを受けて、応急危険度判定における石綿

調査の在り方について、「地震時における被災建築物応急危険度判定におけるアスベスト

飛散防止対策」が、国土交通省の委員会において検討され、「応急危険度判定に当たって

のアスベスト対応マニュアル※」が作成された。同マニュアルは、石綿の飛散による危険

性を応急的な調査により判定し、周辺住民及び被災建築物の解体・瓦礫処理作業を行う者

に対して情報提供を行い、安全な作業につなげるとともに、石綿の飛散によるばく露から

判定士を保護することも目的としている。 

このため、改訂前の本マニュアルでは、石綿露出状況の把握は応急危険度判定時に行う

こととしていたが、その後の災害においてこれを行うことが困難な状況がみられたこと

から、改訂に当たり、原則として自治体（大気汚染防止法所管部署）が石綿露出状況の把

握を行うこととした。 

ただし、応急危険度判定の際に石綿含有が疑われる吹付け材の露出等の状況が確認さ

れる場合もあることから、応急危険度判定結果と併せて、当該の情報も関係部署間で共有

されることが望ましい。 

 

※地震時における被災建築物応急危険度判定におけるアスベスト飛散防止対策検討調査に関する業務報告書 

 平成 18年３月 23日 財団法人 日本建築防災協会 
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3.2.6 確認調査の実施 

3.2.5 で決定した確認調査対象について、石綿含有建材に関する知識を有する技術者等

（※）の協力を得て、石綿露出状況等の調査を実施する。  

※「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」（平成 25 年７月 30 日公示）により国土交通省に登録さ

れた機関が行う講習を修了した建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者のうち石

綿等の除去等の作業の経験を有する者及び日本アスベスト調査診断協会に登録された者等 

これらの技術者や、技術者の所属する団体等と事前に協定を結んでいない場合は、必要に

応じ環境省（水・大気環境局大気環境課）と相談しつつ、調査範囲、内容及び期間等を明ら

かにして協力要請を行う。 

 

写真：熊本県           

図 3.4 石綿露出状況の調査（目視確認） 

 

確認調査は、建材の目視調査や簡易判定等により実施する。現地において建材中の石綿有

無を簡易的に判定する方法について、『参考資料１ 建材中の石綿簡易判定法』に整理した。 

石綿含有建材の種類及び使用箇所については、3.2.4 の特定に用いた台帳等のほか、『第

２章 ２.平常時における建築物等の把握及び（※2-1）』を参照すること。また、可能な場

合には、建築物所有者又は管理者から建築物等の施工時期や改修履歴等の参考情報を聴取

する。 

確認調査及び応急措置に必要な資機材については、『第２章 ４.応急対応に必要な資機

材の確保』を参照すること。 

なお、確認調査の際には、実施する作業の内容に応じて図 3.5（第２章 図 2.3 を再掲）

に示した保護具を適切に着用し、石綿等の粉じんのばく露を防止すること。また、地震災害

においては、確認調査中に余震が発生する可能性があることから、周囲の安全を確認しなが

ら慎重に作業を行い、二次災害の発生を防止すること。石綿露出状況の確認調査における安

全配慮について（※3-5）も参考とすること。 



第３章 災害発生時の応急対応 

 

41 

 

呼吸用保護具の区分 

 
出典：石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル［2.10 版］平成 29 年３月 厚生労働省  

 

図 3.5 石綿取扱い作業における保護具の基準（再掲） 

 

（※3-5）【参考】石綿露出状況の確認調査における安全配慮について 

・倒壊もしくは倒壊のおそれがある建築物には近づかず、外部から石綿の露出状況を確

認する。外部から確認するには、双眼鏡等を用いると有効である。 

・梁等の高所に用いられている吹付け材を採取する際は、不要な飛散を招かないよう足

場の設置等により採取時の作業性を確保した上で行うことが望まれるが、被災直後の

応急対応は迅速性も重要であることから、市販の高枝切りバサミを改良し、吹付け材を

つまめるようにして採取することも考えられる。その場合、薬液散布用のスプレーを取

り付けられる製品を用いて、飛散防止の薬液等を散布してから試料採取する。 

・倒壊部分の内部調査を行う場合には、配管調査用のファイバースコープを用いること

も検討することが望ましい。 
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3.2.7 建築物等の所有者・管理者への情報の伝達 

確認調査の結果、吹付け石綿等（石綿含有の可能性がある建材を含む）の露出等、石綿飛

散のおそれのある状況が確認された場合は、建築物等の所有者又は管理者に連絡し、『４.石

綿の飛散・ばく露防止の応急措置』の応急対応を実施させる。 

建築物所有者への連絡及び指導・助言は、大気汚染防止法所管部署が行うことが望まし

いが、これが困難な場合には、大気汚染防止法所管部署との連携のもと、市町村の建築部

局や環境対策担当部局が実施することも考えられる。 

なお、応急対応時の確認調査の調査結果は、解体時の事前調査にはそのまま活用でき

ず、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、解体工事受注者又は自主施工者は改

めて解体時に事前調査を行う必要があることを周知しておく。  
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4. 石綿の飛散・ばく露防止の応急措置 

【実施事項】 

建築物等の所有者又は管理者は、石綿露出状況の確認調査結果に基づき、石綿の飛散

のおそれのある箇所について、石綿の飛散・ばく露防止の応急措置を行う。 

【解説】 

石綿露出等が確認された場合は、建築物等の周辺を立入禁止にすること等により、速やか

にばく露防止措置を行うとともに、建築物等の養生や散水・薬液散布により応急の飛散防止

措置を行うこととする。 

応急措置の例を表 3.2に示した。表は、1.から措置の優先順に並べている。可能な範囲

で上位の措置、複数の措置を実施し、飛散防止措置が不可能な場合には、最低限、ばく露

防止措置を行う。 

また、立入禁止の措置のみを講じた場合には、周辺住民等への情報提供のため、石綿含

有建材の露出がある旨の掲示を併せて行う必要がある。飛散防止措置を実施した場合に

も、露出した石綿含有建材飛散の防止措置を実施していることについて掲示をすることが

望ましい。 

なお、緊急性を要する場合を除き、除去、封じ込め及び囲い込みの措置はインフラ回復後

に平常時の対応により実施する。 

 

表 3.2 応急措置（例） 

種類 措置 

1. 飛散防止 養生 ビニールシート等によって飛散防止を図る 

2. 散水・薬液散布 水・薬液等の散布を行い湿潤化・固形化等の措置を行う 

3. ばく露防止 立入禁止 散水・養生等が行えない場合は、石綿へのばく露を防ぐ

為、対象建築物の周囲をロープ等によって区切り、立入

禁止とする。 

備考）「除去」、「封じ込め」及び「囲い込み」は、インフラ回復後に平常時の対応により実施する。 

 

写真：熊本県 

図 3.6 応急飛散防止措置の例 
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5. 応急措置等の実施者について 

5.1 基本的対応 

【責任の原則】 

建築物等の倒壊・損壊に伴う応急の飛散・ばく露防止措置は、原則として建築物等の

所有者・管理者が行うこと。 

【解説】 

参考として、石綿障害予防規則第 10条（※3-6）の抜粋を以下に示した。 

同条項に該当する場合（労働者が就業している工場、オフィスビル、テナントビル等）、

事業者（第４項にあっては、建築物の管理者・所有者）は、石綿障害予防規則第 10条に基

づき必要な措置を講じる必要がある。 

 なお、公道上に吹付け石綿等が落下するおそれがある場合など、公道を通行する者が石

綿にばく露するおそれがある場合には、公道等の立入禁止措置が必要となることが想定さ

れる。公道等の立入禁止措置については、石綿露出状況の確認を行った部署から公道等の

管理者に連絡し、措置を要請すること。 

 

（※3-6） 石綿障害予防規則 第 10条について 

石綿障害予防規則 （抜粋） 

（平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号） 

第十条  

事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該

建築物若しくは船舶に設置された工作物（次項及び第四項に規定するものを除く。）に

吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等によ

り石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあると

きは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い

込み等の措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又

は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物（第四項に規定するものを除く。）に吹

き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により

石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき

は、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。 

３ 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しな

ければならない。  

４ 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用

する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が

損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露す

るおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。  
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5.2 建築物等の所有者等による応急措置が困難な場合の対応 

建築物等の所有者・管理者が遠方に避難している等の事情により、所有者・管理者による

応急の飛散・ばく露防止措置が困難な場合は、所有者からの依頼に基づいて、自治体※が応

急措置を実施することとする。 

また、建築物等の所有者・管理者の所在不明等により連絡が取れない場合であって、緊急

の対応が必要と判断される場合には、自治体は、周辺の立入禁止等の応急措置を実施するこ

ととする。 

 

※大気汚染防止法所管部署のほか、大気汚染防止法所管部署との連携のもと、市町村の建築部局や環境

対策担当部局が実施することが考えられる。 

  


